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右
か
ら
執
行
役
員
・
鈴
木
健
一
郎
氏
、

広
報
・
阿
部
義
久
氏

　

令
和
５
年
「
高
年
齢
者
雇
用
状
況
等

報
告
」
の
集
計
結
果
（
厚
生
労
働
省
）

に
よ
る
と
、
従
業
員
数
21
人
〜
３
０
０

人
の
企
業
で
、
70
歳
以
上
ま
で
定
年
を

引
き
上
げ
て
い
る
企
業
は
２
・
４
％
、

定
年
を
廃
止
し
た
企
業
は
４
・
２
％
に

と
ど
ま
る
と
い
う
。

　

70
歳
ま
で
の
雇
用
機
会
を
確
保
す
る

こ
と
が
努
力
義
務
と
さ
れ
て
い
る
な

か
、
人
手
不
足
の
要
請
も
あ
い
ま
っ

て
、
就
労
環
境
を
整
備
し
て
シ
ニ
ア
人

材
に
活
躍
し
て
も
ら
う
こ
と
が
、
中
小

企
業
で
は
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
日
本
建
築

検
査
協
会
株
式
会
社
は
、

●
 

65
歳
か
ら
70
歳
に
定
年
を
引
上
げ

●
 

65
歳
以
降
１
年
ご
と
に
選
べ
る
選
択

定
年
制
の
導
入

●
 

65
歳
以
降
の
４
コ
ー
ス
の
働
き
方
の

整
備

●
 

65
歳
以
降
の
人
事
評
価
・
賃
金
制
度

の
整
備

●
 

シ
ニ
ア
退
職
金
（
65
歳
ま
で
の
退
職

金
に
加
算
）
の
導
入

に
よ
り
、
シ
ニ
ア
人
材
を
最
大
限
活
用

す
る
環
境
を
整
え
た
（
図
表
１
）。

　

社
内
で
制
度
を
設
計
し
、
周
知
か
ら

半
年
の
猶
予
を
経
て
施
行
し
た
。
す
で

に
４
人
が
65
歳
を
迎
え
、
制
度
を
利
用

し
た
と
い
う
。

シ
ニ
ア
人
材
活
用
の

理
念

　

そ
も
そ
も
日
本
建
築
検
査
協
会
が
前

述
の
よ
う
な
施
策
を
行
な
っ
た
の
は
、

「
経
営
方
針
と
し
て
、
社
員
１
人
ひ
と

り
の
個
性
や
強
み
を
組
織
の
力
と
し
て

活
か
す
こ
と
で
、
競
争
力
を
高
め
る
こ

と
を
目
的
に
、『
人
へ
の
投
資
』
を
進
め

た
か
ら
」
と
、
執
行
役
員
の
鈴
木
健
一

郎
氏
は
語
る
（
以
下
、
発
言
は
同
氏
）。

　

建
築
確
認
検
査
と
い
う
事
業
柄
、
一

級
建
築
士
と
い
っ
た
資
格
や
、
ス
キ
ル

が
重
視
さ
れ
る
た
め
、
ど
う
し
て
も
人

材
育
成
に
コ
ス
ト
や
時
間
が
か
か
り
、

従
業
員
に
長
く
働
い
て
も
ら
う
こ
と
が

重
要
で
あ
っ
た
。

　

こ
と
し
20
期
目
を
迎
え
る
同
社
は
、

創
立
メ
ン
バ
ー
は
数
人
し
か
残
っ
て
い

な
い
も
の
の
、
従
業
員
の
２
割
が
65
歳

以
上
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
ゾ
ー
ン
は
50
代
〜

60
代
前
半
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
い
ま
い
る
従
業
員
に
よ
り
長
く
、

安
心
し
て
気
持
ち
よ
く
働
い
て
も
ら
う

こ
と
が
、
各
種
シ
ニ
ア
向
け
施
策
の
原

点
で
し
た
」

65
歳
以
降
の

キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
の
明
確
化

　

シ
ニ
ア
人
材
に
活
躍
し
て
も
ら
う
た

め
、
70
歳
に
定
年
を
引
き
上
げ
る
と
と

も
に
、
65
歳
以
降
の
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン

を
整
備
し
、
各
従
業
員
に
合
わ
せ
た
柔

軟
な
働
き
方
を
可
能
と
し
た
。

　

同
社
の
シ
ニ
ア
向
け
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ

ン
の
特
色
と
し
て
、
前
掲
し
た
よ
う

に
、
大
き
く
①
65
歳
以
降
１
年
ご
と
に

選
べ
る
選
択
定
年
制
、
②
65
歳
以
降
の

４
コ
ー
ス
の
働
き
方
、
の
２
つ
が
挙
げ

ら
れ
る
。

　

①
は
、
各
従
業
員
が
65
歳
以
降
、
１

年
ご
と
に
自
分
の
好
き
な
タ
イ
ミ
ン
グ

で
定
年
退
職
で
き
る
制
度
、
②
は
、
65

人
手
不
足
の
昨
今
、
シ
ニ
ア
人
材
の
活
用
は
中
小
企
業
に
と
っ
て

急
務
で
あ
る
。
70
歳
に
定
年
を
引
き
上
げ
、
65
歳
以
降
の
キ
ャ
リ

ア
プ
ラ
ン
を
明
確
化
し
て
シ
ニ
ア
の
就
労
環
境
を
整
備
し
た
企
業

を
訪
問
し
た
。

70
歳
に
定
年
引
上
げ

シ
ニ
ア
の
キ
ャ
リ
ア
整
備
で

技
術
力
と
労
働
力
を
確
保

日本建築検査協会株式会社
本社所在地●東京都中央区

業種●建築確認検査・建物診断など
従業員●110名

図表３　シニア退職金のイメージ
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歳
以
降
１
年
に
１
回
、
４
つ
の
コ
ー
ス

か
ら
働
き
方
を
選
べ
る
と
い
う
も
の
。

　

コ
ー
ス
選
択
は
、
従
業
員
の
希
望
を

踏
ま
え
つ
つ
会
社
の
承
認
制
と
し
、
選

択
前
に
従
業
員
と
会
社
が
入
念
な
面
談

を
行
な
う
、
と
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
あ
る
従
業
員
は
68
歳
で

定
年
退
職
し
、
そ
の
後
は
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
と
し
て
働
き
、
ま
た
別
の
従

業
員
は
、
67
歳
ま
で
引
き
続
き
部
長
職

を
務
め
、
69
歳
の
定
年
退
職
ま
で
は
技

術
職
に
転
身
し
て
働
く
、
と
い
っ
た
選

択
が
可
能
に
な
っ
た
（
図
表
２
）。

65
歳
以
降
の

賃
金
等
の
充
実

　

他
社
の
事
例
を
み
る
と
、
定
年
延

長
・
廃
止
に
あ
た
っ
て
は
、
延
長
・
廃

止
前
の
定
年
前
の
賃
金
を
抑
制
し
て
原

資
を
確
保
す
る
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

　

し
か
し
同
社
で
は
、
65
歳
前
の
賃
金

の
抑
制
は
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
図
表
１
の

よ
う
な
65
歳
以
降
の
賃
金
制
度
を
導
入

し
た
。

　

さ
ら
に
、
１
年
ご
と
の
評
価
に
よ
り

金
額
が
変
わ
る
65
歳
以
降
の
シ
ニ
ア
退

職
金
制
度
を
設
け
て
、
65
歳
ま
で
の
退

職
金
に
加
算
し
て
支
給
す
る
こ
と
と

し
、
シ
ニ
ア
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
維
持

に
資
す
る
と
と
も
に
、
人
件
費
の
あ
る

程
度
の
抑
制
を
図
っ
た
（
図
表
３
）。

　
「
公
的
年
金
の
受
給
額
も
加
え
れ
ば
、

65
歳
前
後
で
収
入
が
激
減
す
る
よ
う
な

こ
と
が
な
く
、
退
職
金
も
65
歳
時
点
よ

り
増
え
る
の
で
、
不
満
が
出
に
く
い
制

度
設
計
だ
と
思
い
ま
す
」

社
内
周
知
と

個
別
の
説
明

　

新
た
な
社
内
制
度
を
導
入
す
る
際
に

問
題
と
な
り
や
す
い
の
が
、
従
業
員
へ

の
周
知
と
理
解
の
促
進
で
あ
る
。

　

同
社
で
は
、
制
度
施
行
の
半
年
前

に
、
全
社
員
に
向
け
て
説
明
会
を
行
な

っ
た
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
説
明
会
を
録
画
し

て
、
そ
の
後
入
社
し
た
従
業
員
に
見
せ

る
資
料
と
し
て
活
用
し
た
う
え
で
、
65

歳
を
迎
え
た
従
業
員
に
、
都
度
担
当
役

員
と
執
行
役
員
か
ら
個
別
に
説
明
す
る

機
会
を
設
け
た
。

　
「
最
初
の
う
ち
は
、
制
度
の
複
雑
さ

も
あ
っ
て
理
解
に
難
が
あ
り
ま
し
た

が
、
個
別
で
の
説
明
に
な
る
と
、
や
は

り
自
分
ご
と
と
し
て
、
納
得
し
て
受
け

入
れ
て
も
ら
え
ま
し
た
」

＊
　
＊
　
＊

　

シ
ニ
ア
人
材
の
活
用
は
喫
緊
の
課
題

で
あ
る
。
70
歳
定
年
や
選
択
定
年
制
等

は
、
中
小
企
業
が
競
争
力
を
高
め
る
現

実
的
な
施
策
と
い
え
る
だ
ろ
う
。　

● 65歳以降、毎年度、個人の評価に応じてポイント
を付与
● 獲得したポイントに応じて、65歳時点の退職金額
に加算して、定年退職時に支給

入社 65歳

65 66 67 68 69 70歳

70歳

図表１　65歳以降の4コースの働き方

図表２　65歳以降の働き方の例 図表３　シニア退職金のイメージ

コース 業務内容 適用条件 人事評価 賃金

シニア専門職
コース

• 専門職として勤務（基本は
65歳前と同じ業務を継続、
職務・役割も同じ）

• 十分な専門性を有すること
• 能力・意欲・資格のあるシ
ニア

• 65歳前と同様
の基準で評価

• １年ごとに評価、
賞与・基本給
等に反映

• 65歳前と同様の基準で計
算

• 65歳前と同様の役職手当
・資格手当を支給

• 賞与は年齢による減額なし
シニア管理職
コース

• 管理職として勤務（基本は
65歳前と同じ業務を継続、
職務・役割も同じ）

• 部長、副部長経験者
• 能力・意欲・資格のあるシ
ニア

シニア一般
コース

• 担当職の業務に従事（基本
は65歳前と同じ業務を継続、
職務・役割は低下）

• 担当職で提示された業務へ
の従事を承諾すること

• 毎年評価に応じ基本給が変
動

１年ごとに評価、
賞与・基本給等
に反映

• S～Dランクの５段階で基
本給を設定

• 役職手当は減額
• 賞与は年齢による減額なし

シニア
パートタイム
コース

• 短日数、短時間勤務の雇用
• 本コース選択時に定年退職
となる

• 担当職で提示された業務へ
の従事を承諾すること

１年ごとに評価、
賞与・基本給等
に反映

基本給は個別に決定

現行退職金

シニア
退職金

上積み額

一般コース
（専門役） 定年退職

事務職（主管職）

Cさん

管理職コース
（部長）

専門職コース
（主管職） 定年退職

管理職（部長）

Bさん

専門職コース
（主管職）

技術職（主管職）

Aさん

定年退職
パートタイム
コース

（役職なし）
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